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岸
田
内
閣
の
税
制
等
に
か
か
る
政
策
の
方
向
性
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

本
年
十
月
二
十
七
日
、
三
十
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
で
の
質
疑
等
を
踏
ま
え
、
岸
田
内
閣
の
税
制
等
に
か
か
る
政
策
の
方

向
性
に
つ
い
て
確
認
さ
せ
て
頂
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。 

 

そ
こ
で
以
下
の
と
お
り
、
質
問
し
ま
す
。 

一 

「
経
済
財
政
運
営
と
改
革
の
基
本
方
針
二
〇
二
三
」
（
令
和
五
年
六
月
十
六
日
閣
議
決
定
）
、
「
わ
が
国
税
制
の
現
状
と

課
題
」
（
税
制
調
査
会
答
申
、
令
和
五
年
六
月
三
十
日
）
で
、
退
職
金
へ
の
課
税
の
見
直
し
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
れ
を
踏
ま
え
、
二
〇
二
四
年
度
税
制
改
正
で
は
退
職
金
課
税
の
見
直
し
を
行
い
ま
す
か
、
そ
れ
と
も
行
い
ま
せ
ん

か
。
ま
た
、
二
〇
二
五
年
度
税
制
改
正
で
は
見
直
し
を
行
い
ま
す
か
。
さ
ら
に
、
退
職
金
課
税
の
見
直
し
は
い
つ
か
ら
行
い

ま
す
か
。
加
え
て
、
も
し
、
未
定
あ
る
い
は
検
討
中
、
と
い
う
回
答
で
あ
れ
ば
、
退
職
金
課
税
が
実
施
さ
れ
る
可
能
性
が
あ

る
と
理
解
し
て
よ
ろ
し
い
で
す
か
。 

二 

十
月
二
十
七
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
で
防
衛
増
税
に
つ
い
て
問
わ
れ
た
際
、
岸
田
総
理
は
、
「
防
衛
力
強
化
の
租
税
措

置
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
（
中
略
）
令
和
六
年
度
か
ら
実
施
す
る
と
い
う
環
境
に
は
な
く
、

定
額
減
税
と
同
時
に
こ
れ
を
実
施
す
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
」
と
答
弁
し
ま
し
た
。
こ
の
答
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弁
に
よ
れ
ば
、
令
和
七
年
度
か
ら
防
衛
力
強
化
の
租
税
措
置
、
防
衛
増
税
を
実
施
す
る
可
能
性
は
あ
り
ま
す
か
。
ま
た
、
定

額
減
税
が
令
和
七
年
度
に
も
実
施
さ
れ
る
場
合
、
防
衛
増
税
も
令
和
七
年
度
に
実
施
さ
れ
る
可
能
性
は
あ
り
ま
す
か
。
さ
ら

に
、
将
来
的
に
、
定
額
減
税
と
防
衛
増
税
が
同
一
の
年
度
に
同
時
に
実
施
さ
れ
る
可
能
性
は
あ
り
ま
す
か
。 

三 

十
月
三
十
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
で
の
早
稲
田
委
員
か
ら
高
校
生
ま
で
の
児
童
手
当
拡
充
と
扶
養
控
除
の
廃
止
に
つ
い

て
問
わ
れ
た
際
、
岸
田
総
理
は
、
「
高
校
生
の
扶
養
控
除
の
排
除
等
を
前
提
と
し
て
議
論
し
て
い
る
、
こ
う
い
っ
た
事
実
は

全
く
あ
り
ま
せ
ん
」
と
答
弁
し
ま
し
た
。
高
校
生
ま
で
の
児
童
手
当
の
拡
充
に
合
わ
せ
て
、
高
校
生
の
扶
養
控
除
を
廃
止
す

る
こ
と
は
あ
り
得
ま
せ
ん
か
。
あ
る
い
は
、
高
校
生
の
扶
養
控
除
を
減
額
す
る
こ
と
は
あ
り
得
ま
せ
ん
か
。 

四 

財
政
制
度
等
審
議
会
財
政
制
度
分
科
会
の
答
申
「
歴
史
的
転
機
に
お
け
る
財
政
」
（
令
和
五
年
五
月
二
十
九
日
）
の
中

で
、
「
昨
年
十
月
に
は
一
定
所
得
以
上
の
後
期
高
齢
者
に
二
割
負
担
が
導
入
さ
れ
た
が
、
こ
れ
を
更
に
進
め
、
原
則
二
割
負

担
と
す
る
こ
と
も
今
後
の
課
題
で
あ
り
、
前
向
き
に
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
「
原
則
二
割

負
担
」
と
す
る
こ
と
を
令
和
五
年
末
ま
で
に
決
定
す
る
可
能
性
は
あ
り
ま
す
か
。
ま
た
、
令
和
六
年
末
ま
で
に
決
定
す
る
可

能
性
は
あ
り
ま
す
か
。 

五 

社
会
保
障
審
議
会
介
護
保
険
部
会
で
は
、
「
給
付
と
負
担
に
つ
い
て
」
が
議
事
と
さ
れ
、
利
用
者
負
担
割
合
に
つ
い
て
医
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療
保
険
の
患
者
負
担
割
合
と
の
比
較
が
行
わ
れ
て
お
り
、
令
和
五
年
九
月
四
日
の
読
売
新
聞
朝
刊
で
は
、
制
度
改
正
の
主
な

テ
ー
マ
と
し
て
「
自
己
負
担
二
割
の
対
象
拡
大
」
が
示
さ
れ
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
詳
し
く
報
じ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
介

護
保
険
の
利
用
者
負
担
が
二
割
と
な
る
利
用
者
を
拡
大
す
る
こ
と
を
、
令
和
五
年
末
ま
で
に
政
府
と
し
て
決
定
す
る
可
能
性

に
つ
い
て
政
府
の
見
解
を
示
し
て
く
だ
さ
い
。 

六 

令
和
五
年
十
月
十
八
日
の
朝
日
新
聞
朝
刊
で
は
、
「
政
府
・
与
党
は
月
内
に
取
り
ま
と
め
る
経
済
対
策
で
、
介
護
職
ら
の

賃
上
げ
を
盛
り
込
む
方
針
を
決
め
た
。
政
府
内
に
は
月
六
千
円
引
き
上
げ
る
案
が
あ
り
、
最
終
調
整
し
て
い
る
。
来
年
二
月

の
実
施
を
目
指
す
。
」
と
報
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。
一
方
、
日
本
介
護
ク
ラ
フ
ト
ユ
ニ
オ
ン
（
Ｎ
Ｃ
Ｃ
Ｕ
）
は
、
十
月
十
八
日

に
厚
生
労
働
省
に
「
二
〇
二
四
年
度
介
護
報
酬
改
定
に
向
け
た
署
名
活
動
」
に
寄
せ
ら
れ
た
六
十
二
万
二
千
三
百
六
十
五
筆

の
署
名
を
提
出
し
た
際
、
「
介
護
業
界
の
喫
緊
の
課
題
は
人
材
不
足
。
今
年
の
春
の
賃
上
げ
で
は
一
般
企
業
の
賃
上
げ
率
は

三
・
五
八
％
。
一
方
Ｎ
Ｃ
Ｃ
Ｕ
の
賃
上
げ
率
は
有
額
回
答
で
一
・
六
％
、
し
か
も
半
数
以
上
の
組
合
員
は
賃
上
げ
が
ゼ
ロ

で
、
定
期
昇
給
も
な
い
。
国
が
処
遇
改
善
を
行
っ
て
も
、
ま
っ
た
く
追
い
つ
い
て
い
な
い
。
」
と
訴
え
ま
し
た
。
ま
た
、
十

月
二
十
日
の
毎
日
新
聞
朝
刊
で
は
、
「
介
護
職
ら
の
処
遇
改
善
策
と
し
て
月
六
〇
〇
〇
円
の
賃
上
げ
を
す
る
案
に
つ
い
て
、

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
者
な
ど
で
構
成
す
る
十
二
団
体
は
十
九
日
、
岸
田
文
雄
首
相
と
面
会
し
「
そ
れ
で
は
足
り
な
い
」
と
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訴
え
た
。
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
介
護
職
員
の
処
遇
改
善
は
、
月
六
千
円
で
は
全
く
不
十
分
と
考
え
ま
す
が
、
政
府
の
見
解

を
示
し
て
下
さ
い
。 

七 

こ
ど
も
家
庭
庁
が
公
表
し
て
い
る
「
令
和
六
年
度 

放
課
後
児
童
対
策
・
こ
ど
も
・
子
育
て
支
援
関
連
予
算 

概
算
要
求

の
概
要
」
の
「
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
受
け
皿
整
備
の
推
進
」
中
で
、
放
課
後
児
童
支
援
員
等
処
遇
改
善
等
事
業
等
の
処
遇

改
善
メ
ニ
ュ
ー
が
掲
げ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
う
し
た
メ
ニ
ュ
ー
に
よ
り
、
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
支
援
員
の
給
与
は
、
月

額
い
く
ら
程
度
上
昇
し
ま
す
か
。
ま
た
、
支
援
員
の
人
手
不
足
を
解
消
す
る
た
め
に
は
、
さ
ら
な
る
大
幅
な
処
遇
改
善
が
必

要
と
考
え
ま
す
が
、
政
府
の
見
解
を
示
し
て
下
さ
い
。 

八 

「 

こ
ど
も
未
来
戦
略
方
針
」
（
令
和
五
年
六
月
十
三
日
閣
議
決
定
）
の
中
で
、
「
一
歳
児
及
び
四
・
五
歳
児
の
職
員
配
置

基
準
に
つ
い
て
一
歳
児
は
六
対
一
か
ら
五
対
一
へ
、
四
・
五
歳
児
は
三
十
対
一
か
ら
二
十
五
対
一
へ
と
改
善
す
る
」
と
さ
れ

て
い
る
が
、
こ
の
保
育
士
等
の
人
員
配
置
基
準
引
上
げ
は
、
来
年
度
の
い
つ
か
ら
実
施
し
ま
す
か
。
ま
た
、
そ
れ
は
い
つ
ま

で
に
決
め
ま
す
か
。 

九 

マ
イ
ナ
保
険
証
に
つ
い
て
岸
田
総
理
は
、
十
月
二
十
四
日
の
衆
議
院
本
会
議
で
、
「
現
行
の
健
康
保
険
証
の
廃
止
は
、
国

民
の
不
安
払
拭
の
た
め
の
措
置
が
完
了
す
る
こ
と
が
大
前
提
と
の
方
針
に
の
っ
と
り
、
ひ
も
づ
け
の
総
点
検
と
そ
の
後
の
修
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正
作
業
の
状
況
も
見
定
め
た
上
で
、
更
な
る
期
間
が
必
要
と
判
断
さ
れ
た
場
合
に
は
、
必
要
な
対
応
、
こ
れ
を
行
っ
て
ま
い

り
ま
す
。
」
と
答
弁
し
ま
し
た
。
こ
の
う
ち
「
更
な
る
期
間
が
必
要
と
判
断
」
、
す
な
わ
ち
健
康
保
険
証
廃
止
を
延
期
す
る

判
断
に
は
、
令
和
五
年
九
月
時
点
で
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
シ
ス
テ
ム
の
利
用
状
況
に
お
け
る
マ
イ
ナ
保
険
証
の
利
用
率
が

わ
ず
か
四
・
五
％
で
し
た
が
、
こ
の
利
用
率
の
低
さ
も
考
慮
要
件
の
一
つ
に
な
り
ま
す
か
。
ま
た
、
こ
の
利
用
率
四
・
五
％

と
い
う
数
値
は
、
マ
イ
ナ
保
険
証
に
対
す
る
国
民
の
不
安
の
表
れ
と
考
え
ま
す
が
、
見
解
を
示
し
て
下
さ
い
。 

十 

十
月
三
十
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
で
、
岸
田
総
理
は
、
「
こ
の
表
で
い
き
ま
す
と
、
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
も
携
帯
と

あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
携
帯
し
な
く
て
も
よ
い
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
」
と
答
弁
し
ま
し
た
。
一
方
、
第
百
六
十
六
回

社
会
保
障
審
議
会
医
療
保
険
部
会
（
令
和
五
年
八
月
二
十
四
日
開
催
）
で
厚
生
労
働
省
が
提
出
し
た
資
料
に
は
、
「
○
オ
ン

ラ
イ
ン
資
格
確
認
の
義
務
化
対
象
外
の
医
療
機
関
等
を
受
診
す
る
際
な
ど
に
、
・
マ
イ
ナ
保
険
証
と
合
わ
せ
て
ス
マ
ー
ト
フ

ォ
ン
を
携
行
し
、
受
診
時
に
、
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
の
被
保
険
者
資
格
情
報
を
提
示
す
る
こ
と
で
、
受
診
可
能
と
す
る
。
・
マ

イ
ナ
保
険
証
と
、
「
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
」
や
こ
の
お
知
ら
せ
を
容
易
に
携
帯
し
て
利
用
し
や
す
く
す
る
工
夫
を
し
た
も

の
を
一
緒
に
提
示
す
る
こ
と
で
、
受
診
可
能
と
す
る
。
」
と
の
記
述
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
令
和
五
年
八
月
八
日
に
示
さ
れ

た
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
健
康
保
険
証
の
一
体
化
に
関
す
る
検
討
会 

最
終
と
り
ま
と
め
」
（
以
下
、
「
最
終
と
り
ま
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と
め
」
と
い
う
。
）
で
は
、
「
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
を
交
付
す
る
。
な
お
、
当
該
お
知
ら
せ
に
つ
い
て
は
、
容
易
に
携
帯

し
て
利
用
が
で
き
る
よ
う
な
工
夫
を
し
、
マ
イ
ナ
保
険
証
と
一
体
で
携
帯
す
る
こ
と
で
、
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
の
義
務
化

対
象
外
の
医
療
機
関
等
も
受
診
し
や
す
く
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
」
と
あ
り
ま
す
。
予
算
委
員
会
で
の
岸
田
総
理
の
答
弁

は
、
医
療
保
険
部
会
や
「
最
終
と
り
ま
と
め
」
の
方
針
と
異
な
り
ま
せ
ん
か
。
ま
た
、
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
を
携
帯
し
な

く
て
も
よ
い
と
い
う
方
針
は
、
い
つ
、
ど
こ
で
決
定
さ
れ
ま
し
た
か
。 

 

右
質
問
す
る
。 


